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事案の概要

　本件は、発明の名称を「眼科用組成物」とする特許出願の拒絶査定に対する審判請求（不服2015－4779
号）について、進歩性欠如を理由に請求不成立とした審決の取消訴訟である。争点は、眼科用組成物が「同
一の組成でコンタクトレンズ装着液及びコンタクトレンズ装用中の点眼液の両方の用途に用いられる」こ
とは、本願優先日当時における周知技術であるといえるか否かである。
　本願の請求項１に記載された発明（本願発明）
　【請求項１】　（Ａ）セルロース系高分子化合物、ビニル系高分子化合物、ポリエチレングリコール及び	
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デキストランからなる群より選択される１種以上、及び（Ｂ）テルペノイドを含有するコンタクトレン
ズ用装着点眼液であって、
　同一の組成でコンタクトレンズ装着液及びコンタクトレンズ装用中の点眼液の両方の用途に用いられ
る、コンタクトレンズ用装着点眼液。

判示事項

１　本願発明と引用発明との相違点
相違点が『本願発明は、眼科用組成物が「コンタクトレンズ用装着点眼液」であって、「同一の組成
でコンタクトレンズ装着液及びコンタクトレンズ装用中の点眼液の両方の用途に用いられる」ものであ
るのに対し、引用発明においては単に「眼科用組成物」としている点』であることは、当事者間に争い
がない。
２　周知技術
２．１　周知例１、周知例２、乙１から認められる技術

乙１には、実施例４〜７のコンタクトレンズケア用組成物の溶液を、レンズ装用者の目にレン
ズをはめる直前にも、レンズを装用している目にも使用することができることや、それぞれの用法
について記載されている。また、周知例２には、周知例２に記載された発明に係る点眼・装着液は、
点眼液又は装着液として使用されるだけではなく、点眼液及び装着液を兼ねたものとして使用する
ことも可能である旨記載されている。さらに、周知例１には、周知例１に記載された発明に係る眼
科用組成物を、コンタクトレンズ装用中の点眼液として用いる場合の用法、コンタクトレンズ装着
液として用いる場合の用法がそれぞれ記載されている。このように、周知例１、周知例２及び乙１は、
同一の眼科用組成物を、コンタクトレンズ装着液及びコンタクトレンズ装用中の点眼液の両方の用
途に用いることについて、具体的な実施例を前提にしたり（乙１）、具体的な用法をもって説明した
り（周知例１、乙１）、個別の用途だけではなく、両方の用途に用いることも可能であることを明示
したりしつつ（周知例２）、開示している。
また、周知例１、周知例２及び乙１に記載された眼科用組成物の組成はそれぞれ異なるところ、
異なる組成を有する眼科用組成物においても、コンタクトレンズ装着液とコンタクトレンズ装用中
の点眼液の両方の用途に使用する態様が開示されている。したがって、様々な眼科用組成物において、
同一の組成でコンタクトレンズ装着液及びコンタクトレンズ装用中の点眼液の両方の用途に用いら
れる眼科用組成物を調製することが知られていたということができる。
よって、同一の組成でコンタクトレンズ装着液及びコンタクトレンズ装用中の点眼液の両方の
用途に用いられる眼科用組成物は、本願優先日当時の周知技術であったということができる（以下、
この周知技術を「本件周知技術」という。）。
２．２　原告の主張

原告は、コンタクトレンズ装着液とコンタクトレンズ装用中の点眼液は、使用目的、滴下する対
象及び機能発揮時の状態が異なると主張する。しかし、いずれも、コンタクトレンズが眼に及ぼす
影響を軽減するために用いられるものであって、涙液層を安定化させるという作用効果を有する点
においては同一である。コンタクトレンズ装着液に、装着行為そのものを容易にするという目的が
あったとしても、このことは否定されるものではない。したがって、コンタクトレンズ装着液とコ
ンタクトレンズ装用中の点眼液との間に、使用目的、滴下する対象及び機能発揮時の状態において
相違する点があったとしても、本件周知技術の存在を否定することにはならない。
原告は、コンタクトレンズ装着液とコンタクトレンズ装用中の点眼液とが、医薬品の承認基準の
分類として区別されていること、本願優先日前に、同一の組成で装着・点眼の両方の用途に用いら


